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由布市小規模事業者販路開拓支援等事業補助金募集要領  

 

１．目的  

 この事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した市内小

規模事業者に対して、販路開拓や販売促進等の取組を支援し、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を乗り越え持続的発展を図ることを目的としています。  

 

２．補助対象者  

 次の（１）から（３）までを全て満たす小規模事業者の方を補助対象者とし

ます。  

※小規模事業者とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する

法律第２条に規定するもの。  

 

（１）法人にあっては市内に本店又は主たる事業所を、個人にあっては市内に

主たる事業所及び住所を有していること。  

（２）市税を完納していること。  

（３）新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月１日から最近１

か月までのうち１月間の売上高と、前年同月の売上高とを比して５％以上

減少していること。ただし、開業後３月以上１年未満で売上高を前年と比較

することができない者は、開業後から最近１か月までのうち１月間の売上高

と、連続する３月間の平均売上高を比して５パーセント以上減少している者  

 

 次のいずれかに該当する場合は、補助対象外者となります。  

・  暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者  

・  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は

届出を要する事業を行う者  

・  フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者  

・  公序良俗に問題のある事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切で

あると判断される事業を行う者  

・  その他市長が適当でないと認める者  

 

 

３．補助対象事業  

 補助対象者が商工会の支援を受けながら取り組むものであって、次に定める

ものとします。  

（１）新たな販路開拓・販売促進の取組であること。  

（２）以下に該当する事業を行うものでないこと。  

 ア  国、県又は市が助成する他の補助金等と重複する事業  

 イ  概ね１年以内に売上につながることが見込まれない事業  

 

４．補助対象経費  

 補助対象経費は、次のとおりとします。  
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（１）手数料等  

 ア  ネット販売サイト登録料・利用料  

 イ  キャッシュレス決済導入に係る機器等使用料   

 

（２）機器購入費  

 ア  新たな販売形態実施に向けた機器、備品  

 イ  移動販売・戸別配達のための自動車等の改造費（本体購入は除く）   

 

（３）委託費  

 ア  自社ホームページの開設・改修  

 イ  外国語に対応したネット通販サイト整備のための翻訳料  

 ウ  パッケージ等のデザインの作成に要する経費   

 エ  商品開発及び商品ブランディングに要する費用  

 オ  商品・企業紹介等の画像及び動画作成に要する費用  

 

（４）広告宣伝費  

 ア  新聞・雑誌等の広告媒体を活用した宣伝経費  

 イ  ネット通販サイト等への商品情報掲載、展示会への出展  

 ウ  ノベルティ・サンプル品・チラシ等の印刷物の作成   

 

 ※また、次の点に注意してください。  

 ・本補助金の交付決定日から、補助対象事業完了日までの契約・発注・納品

等により発生した経費に限られます。  

 ・「消費税及び地方消費税」、「振込手数料」は補助対象経費にはなりません。  

 ・対象経費は、補助対象事業に係る経費として明確に区分でき、証拠書類に

よって金額等が確認できるものに限ります。  

 ・汎用性があり、目的外使用になり得るものは除きます。（例：パソコン、

タブレット PC 及び周辺機器、テレビ等）  

 

５．補助金額（補助上限額）及び補助率  

 補助金の額は上限３０万円で、補助率は 4/5 となります。※千円未満切捨

また、予算の範囲内で交付するものとし、先着順とします。  

 

 補助金の支払いは原則「精算払い」となりますが、「概算払い」を希望する

場合は、概算交付申請書（様式第８号）を別途提出してください。  

 

６．申請方法及び提出書類  

 申請する前に由布市商工会に相談の上、申請書類を作成してください。  

  

（１）申請期間  

 令和３年６月１５日（火）～  随時  

 ※予算が上限に達し次第終了  

 ※先着順となります。  
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（２）申請及び連絡先   

 由布市商工会に持参または郵送してください。  

 

【由布市商工会  庄内本所】  

 〒８７９－５４２１  由布市庄内町柿原２０７番地４  

 電  話  ０９７－５８２－００９４  

 ＦＡＸ  ０９７－５８２－３３９０  

【挾間支所】  

〒８７９－５５０６  由布市挾間町挾間４３３番地７  

電  話  ０９７－５８３－０２３５  

ＦＡＸ  ０９７－５８３－００４９  

 

【湯布院支所】  

〒８７９－５１０２  由布市湯布院町川上３０６４番地７  

電  話  ０９７７－８４－２４４５  

ＦＡＸ  ０９７７－８４－２１１４  

  

（３）提出書類は、次のものを各１部ずつ提出してください。  

書  類  名  備    考  

補助金交付申請書  

様式第１号   

裏面（由布市暴力団排除条例に基づく誓約

書）もご記入ください。  

事業計画書  
別紙１※実施事業の内容及び金額がわかる

資料（見積書等）があれば添付してください。 

収支予算書  別紙２  

滞納のない証明書   

新型コロナウイルス感染症の影響

により売上が減少したことがわか

る書類  

・セーフティーネット又は危機関連保証認

定の写し（中小企業信用保険法第２条関係） 

・上記の認定を取得していない場合、コロナ

ウイルスの影響を受けた期間（令和２年２月

から最近１か月までのうち任意の１ヶ月）の

売上高と前年同月の売上高がわかる書類（売

上台帳、帳簿、試算表等）※  

住民票の写し  個人事業主のみ  

法人登記事項証明書  法人のみ  

その他市長が必要と認める書類  
その他、事業説明に必要な書類がある場合は

提出してください。  

※開業後３月以上１年未満で、売上高を前年と比較することができない者は、令

和２年７月１日から最近１ヶ月のうち１月間の売上高と、連続する３月間の平

均売上高を比して減少していることがわかる書類  

 

７．交付決定後の手続き等  
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（１）変更申請  

 交付決定後、申請内容に変更がある場合は、変更申請に係る書類の提出が必

要になる場合がありますので、必ず事前に商工観光課にご相談ください。  

 

（２）実績報告  

 交付決定後に補助事業を実施し、当該年度３月２５日までに次の書類を１部、

商工観光課まで提出してください。  

書  類  名  備    考  

実績報告書  様式第４号  

事業実績書  別紙３  

収支決算書  別紙４  

契約書の写し  発注書、納品書、請求書等  

支払いを証する書類の写し  領収書等  

交付決定を受けた事業が実施され

たことが分かる写真  

チラシ等印刷物の製作費がある場合、成果物

を一部提出ください。  

その他市長が必要と認める書類  
その他、事業説明に必要は書類がある場合は

提出してください。  

※全ての補助対象事業が完了していなくても、それまでに発生した補助対象経費

（支払までが完了したもの）については、実績報告をする必要があります。  

※補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合は、速やかに報告をしてください。  

 

（３）補助金の請求  

実績報告後、市が書類の審査を行い、補助金の額を確定します。確定の通知

を受けた後、「補助金交付請求書（様式第５号）」を商工観光課に提出してくだ

さい。請求書の提出後、指定の口座に補助金を振り込みます。  

 

８．その他注意事項  

（１）応募書類の内容については、本補助金の審査以外に使用することはありま

せんが、特別なノウハウや営業上の秘密事項等については、あらかじめ法的

保護を行うなど、申請者の責任で対応してください。  

（２）補助事業者となった場合は、企業名・事業計画の概要などについて、公表

させていただくことがあります。  

（３）提出された書類は返却しませんので、必要な場合は各自でコピーを取って

おいてください。また、書類作成に生じた経費は自己負担となります。  

（４）虚偽の申請であることが判明した場合や補助金交付後の調査を拒否するな

ど、補助事業者としてふさわしくないと認められる場合には、交付決定を取

り消すことがあります。また、交付決定の取消に伴い、交付された補助金の

返還を求めることがあります。  

（５）ご提出いただいた書類などの個人情報は、本補助金における補助事業者の

決定及び決定後の支援以外の目的で使用することはありません。  

（６）その他「由布市補助金交付規則」及び「由布市小規模事業者販路開拓支援

等事業補助金交付要綱」の規定に従っていただきます。  
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（７）事業計画の中で補助対象とした購入資産について、処分（譲渡や廃棄）、承

認された事業以外への転用、担保提供をする場合には、「由布市補助金等の交

付に関する規則」に則り、一度交付した補助金を返還していただくことがあ

ります。また、取得価格が５０万円以上の財産の処分等については、補助事

業が完了した後であっても、事務局の承認を受ける必要があります。ただし、

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められた耐用年数を経過し

た場合は、この限りではありません。  

（８）補助事業完了後も、事業に関する市の調査に協力をお願いいたします。 


